
中央区協議会（南地域分科会）公募委員募集要項 

 

多様な地域住民の声を行政に反映させるための市の附属機関である中央区協議会

（南地域分科会）の委員の任期が、令和８年３月３１日で満了します。 
そこで、次期委員として中央区協議会（南地域分科会）から市長へ推薦する方を募集

します。 
 

１ 任期  
・ 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間 

・ 会議は、月に１回～２回程度開催予定 

（会議の開催日時などは委員で協議して決めていただきます。） 

 

２ 役割   
（１）日々の活動の中で住民や地域の諸団体などの意見を集約したり、意見交換をした

りします。 
（２）地域課題の解決に向けて、審議などをしていただきます。 
（３）中央区に関係する諮問事項等に対して協議し答申等をいただきます。 

例えば次のようなものがあります。 
・地域に関係する事業などの検討など 

 

３ 報酬   
日額５，０００円 

 
４ 対象   
   次の(１）～（４）までの条件をすべて満たす方 
（１）中央区協議会（南地域分科会）の所管区域内（別紙参照）に住所を有する１８歳以

上の方 
※年齢は令和８年４月１日時点 

（２）令和５年度から令和７年度までの任期において、連続２期目の区協議会委員でな

い方 
（３）浜松市が設置する他の附属機関の委員に令和８年４月以降に就任が予定されてい

る場合、その数が１以下である方 
（４）浜松市議会議員及び浜松市職員でない方 

５ 人数  １人 

  



６ 募集   
（１）期間    令和７年１２月５日（金）～ 令和７年１２月２２日（月） 

（２）応募方法  次の提出書類を郵送、持参、Eメールのいずれかにより、 

南行政センター 地域振興担当に提出 

 

（３）提出書類  
①申込書 … 用紙は南行政センター地域振興担当、南地域内各協働センターに用意

してあるほか、区ホームページからもダウンロードできます。 
   （http:// www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/……） 

②小論文 … テーマ「南地域のまちづくりについて私が考えること」 

※本文８００字程度 
※手書きの場合は、原稿用紙を使用 
※小論文にも氏名を明記 

 
７ 選考方法   

書類選考とします。場合によっては、面接をすることがあります。 
※提出された応募書類は、返却しません。 

 

８ 結果発表   
郵送により通知します。（令和８年２月上旬頃を予定） 

 

９ 選考結果に関する情報の公開・開示 
選考結果に関する次の情報は、関係条例の規定に基づき請求があった場合、公開 

又は開示します。 
（１）公開対象 

・ 選考された方の氏名 
（２）開示対象（本人に対してのみ開示） 
  ・ 選考された方の選考時の得点 

・ 選考されなかった方の選考時の得点 
 

１０ 申込み・問合せ先 

・ 浜松市中央区南行政センター 地域振興担当 

・ 〒430-0897 浜松市中央区江之島町 600 番地の 1 

・ 電話 / 053-425-1120  FAX / 050-3385-8948 

・ E メール / s-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

mailto:s-shinko@city.hamamatsu.shizuoka.jp


浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例（抜粋） 

 

(区協議会委員の選任) 

第６条 中央区協議会及び浜名区協議会の区協議会委員は、規則で定めるところにより、地

域分科会ごとに、第２２条に規定する当該地域分科会に属する区協議会委員の定数

の範囲内で、当該地域分科会の所掌区域内に住所を有する者のうちから市長が選任

する。 

(区協議会の責務) 

第１０条 区協議会は、当該区内の住民及び諸団体等の多様な意見の調整を行い、地域にお

ける市民協働活動の要となるよう努めるものとする。 

(地域分科会の名称及び所掌区域並びに地域分科会委員の定数) 

第２２条 地域分科会の名称及び所掌区域並びに地域分科会に属する区協議会委員(以下

「地域分科会委員」という。)の定数は、別表第５のとおりとする。 

別表第５(第２２条関係) 

(令５条例５・追加) 

区協議会 地域分科会の

名称 

所掌区域 地域分科会

委員の定数 

中央区協議会 南地域分科会 渡瀬町 三和町 飯田町 青屋町 鶴

見町 新貝町 大塚町 下飯田町 頭

陀寺町 本郷町 西伝寺町 安松町 

石原町 金折町 老間町 古川町 立

野町 四本松町 芳川町 恩地町 参

野町 都盛町 大柳町 鼡野町 御給

町 下江町 富屋町 西町 東町 長

田町 河輪町 三新町 江之島町 西

島町 福島町 松島町 遠州浜一丁目 

遠州浜二丁目 遠州浜三丁目 遠州浜

四丁目 楊子町 三島町 瓜内町(1 番

地から1813番地まで) 白羽町 中田島

町 寺脇町 福塚町 法枝町(1 番地か

ら 210 番地までを除く。) 田尻町 新

橋町 堤町 米津町 小沢渡町 倉松

町 卸本町 高塚町 増楽町 若林町 

東若林町 

２０人以内 

別 紙 


